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収支不足への対応 

 

１ 新年度予算編成方針の策定 (平成 21 年 10 月)に当たり、財政推計を実施し

たところ約 270 億円  (26,720 百万円)の収支不足が見込まれた。  

  次のとおり、可能な限りの収支不足解消策を講じたが、やむを得ず市債管

理基金からの借入金 30 億円を計上した。  

（単位：百万円）  

項   目  当初予算案  財政推計時点  対策効果額  

歳
入
確
保
対
策 

市税等徴収対策  １，２９６  －  １，２９６  

公共料金新設・改定  １，４８８  －  １，４８８  

財産処分  ３，６３３  １，５０５  ２，１２８  

普通交付税  ３，０００  －  ３，０００  

特別交付税  ９３０  ４５０  ４８０  

臨時財政対策債  ２４，５００  １８，１００  ６，４００  

県単補助金の確保  １１０  －  １１０  

小  計   １４，９０２  

歳
出
削
減
対
策 

定員の見直し  ４３３  －  ４３３  

給与等の抑制  ３，２１３  －  ３，２１３  

市単独扶助費の見直し  ３０４   

 

３，０００  

３０４  

補助金の削減  ４０２  ４０２  

事務事業の見直し  ７，２００  ４，２００  

公営企業の経営健全化  ２６６  ２６６  

小  計   ８，８１８  

市債管理基金借入   ３，０００  

合   計   ２６，７２０  

 

２ 実際の新年度予算編成過程においては、財政推計時点より税収が落ち込む

一方、生活保護費がさらに増加するなど、実際には 300 億円を超える収支不

足となったことから、財政調整基金から 630 百万円取り崩したほか、次の経

費について予算計上を見送った。  

 

 ・ 定年退職以外の退職手当見込額      ２，０００百万円  

   (普通退職及び勧奨退職分の過去 3 年平均 ) 

 ・ 国民健康保険事業特別会計の赤字補てん繰出金    ２，７６４百万円                   


